
※契約内容の詳細につきましては、各担当課にお問い合わせ下さい。
令和2年10月1日から令和3年3月31日までの随意契約
【人権文化ふれあい部】

担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

文化国際課
八尾市文化会館消
火用呼水槽取替修
繕

令和2年11月24日
近鉄ビルサー
ビス株式会社

大阪市中央区難波二
丁目2番3号

753,500

当該業者は、八尾市文化会館の総合設備管理業務
を行っている業者であり、館内設備を熟知し、それ
ぞれの機器の劣化状況等も把握をしており、これま
でも設備機器の不具合時の修繕について多数実績
を有している。消防設備は有事に備えて常時使用で
きる状態であることが求められ、緊急の対応が必要
であり、早期に修繕着手できる体制を考慮し、当該
業者と随意契約を行うものである。
(地方自治法施行令第167条の2第1項第5号該当）

山本出張所

八尾市立山本コ
ミュニティセンター
屋上125ＫＶＡ発電
装置部品交換

令和3年3月29日
株式会社アス
ウェル

羽曳野市伊賀五丁目
1番4号

663,740円
非常時に確実に作動すべき当該設備を早急に修繕
する必要があるため
（地方自治法施行令第167条の２第1項第5号）

市民課

マイナンバーカード
受付窓口における
窓口予約システム
納入業務

令和2年10月26日
行政システム
株式会社大阪
支店

大阪市淀川区宮原四
丁目1番6号

1,155,000円

　マイナンバーカード交付対象者の異動情報が反映
される住民情報の連携をパッケージの中で実施す
ることができる唯一の業者であるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

令和2年度　随意契約の公表（人権文化ふれあい部）
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担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

市民課
窓口支援システム
導入業務委託

令和2年11月10日
富士通株式会
社　関西支社

大阪市中央区城見二
丁目2番6号

53,020,000円

　窓口支援システムは、住民基本台帳システムとの
連携を図り、運用していく必要があるため、現行住
民基本台帳システムの開発業者であり、住基システ
ム環境に熟知している富士通株式会社に委託する
ことが、最も円滑で効率的に導入することができる
ため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

市民課

八尾市住民基本台
帳ネットワークシス
テム統合端末機器
更新作業に係る委
託

令和3年1月7日
富士通株式会
社　関西支社

大阪市中央区城見二
丁目2番6号

1,392,600円

　本市住基ネットワークシステムは富士通（株）にお
いて開発されたものであり、そのシステム内容につ
いては同社が熟知している。平成14年8月以降の運
用支援も同社に依頼しており、経験の蓄積があり、
今後の住基ネットワークの安定的かつ継続的な運
用や、有事の際の的確・迅速な対応が可能である
ため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

市民課

デジタル手続法公
布に係る住民基本
台帳システム等改
修作業委託

令和3年1月29日
富士通株式会
社　関西支社

大阪市中央区城見二
丁目2番6号

24,175,800円

　本改修作業は、住民基本台帳システム等へのア
プリケーションやセキュリティパッチの適用作業、こ
れらに付随するバックアップ処理や適用後の検証作
業等広範囲に及ぶ。障害発生時の迅速な対応も含
め、システムの開発、運用保守業者である富士通
株式会社でしか安全・確実な作業が履行できないた
め。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

市民課

戸籍事務への社会
保障・税番号制度
の導入に係る戸籍
システム業務委託
契約

令和3年2月25日
富士通株式会
社　関西支社

大阪市中央区城見二
丁目2番6号

4,127,000円

　本整備業務は、戸籍システム等へのアプリケー
ションやセキュリティパッチの適用作業、これらに付
随するバックアップ処理や適用後の検証作業等広
範囲に及ぶ。障害発生時の迅速な対応も含め、シ
ステムの開発、運用保守業者である富士通株式会
社でしか安全・確実な作業が履行できないため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）
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